
                                  
小学生
しょうがくせい

のみなさん！ 

かまくら市
し

では、子
こ

どもがのびのびと自分
じぶん

らしく育
そだ

って

いけるように、子
こ

ども一人
ひとり

ひとりが大切
たいせつ

にされ、地
ち

域
いき

の人
ひと

やまわりの大人
おとな

たち、市役所
しやくしょ

の人
ひと

たちが子
こ

どもたちを応援
おうえん

していけるように、このじょうれい（決
き

まり）をつくりま

した。 

 

困
こま

ったときや、どうしてよいか分
わ

からないときは、 

周
まわ

りの人
ひと

に話
はな

してみましょう 子
こ

どもがのびのびと自分
じ ぶ ん

らしく 
育
そだ

つまち 鎌倉
かまくら

条 例
じょうれい 

鎌
かま

 倉
くら

 市
し

 

小学
しょうがく

４～６年
ねん

生用
せいよう 

発
はっ 行

こう 令
れい

和
わ

２年
ねん

３月
がつ 

発
はっ

行
こう

者
しゃ 鎌

かま

倉
くら

市
し

 こどもみらい部
ぶ

 こども支
し

援
えん

課
か  

〒248-8686 鎌
かま

倉
くら

市
し

御成
お な り

町
まち

18-10  ＴＥＬ：0467-23-3000（代
だい

表
ひょう

） 
条

じょう

例
れい

の全文
ぜんぶん

と説
せつ

明
めい

は、鎌
かま

倉
くら

市
し

ホームページに掲載
けいさい

しています。 
鎌
かま

倉
くら

市
し

の公式
こうしき

ＬＩＮＥアカウント    子
こ

どもの情
じょう

報
ほう

などを配信
はいしん

しています。 

相
そう

談
だん

場
ば

所
しょ

一覧
いちらん

（秘密
ひ み つ

は守
まも

られます） 
児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

全国
ぜんこく

共通
きょうつう

ダイヤル  １８９（いちはやく）番
ばん

 【厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

】 

24時
じ

間
かん

子
こ

どもＳＯＳダイヤル  24時
じ

間
かん

365日
にち

いつでもメールでも電
でん

話
わ

でも相談
そうだん

できます。 

☎0120-0-78310（全国
ぜんこく

共通
きょうつう

）または☎0466-81-8111 

Eメール soudan@edu-ctr.pref.kanagawa.jp ※返信
へんしん

に数日
すうじつ

かかることがあります。 

【県立
けんりつ

総合
そうごう

教育
きょういく

センター：教育
きょういく

相談
そうだん

センター】 

鎌
かま

倉
くら

市
し

の相談
そうだん

窓口
まどぐち 

◎鎌
かま

倉
くら

市
し

いじめ相談
そうだん

ダイヤル 月
げつ

曜
よう

日
び

～金
きん

曜
よう

日
び

 ９：00～17：00 

 【鎌
かま

倉
くら

市
し

教
きょう

育
いく

センター】 第
だい

２・第
だい

４火
か

曜
よう

日
び

 ９：00～18：00 

 ☎0467-24-5235 パソコン・スマートフォンから、ＷＥＢでも相談
そうだん

できます。 

◎鎌
かま

倉
くら

市
し

教
きょう

育
いく

センター相談室
そうだんしつ

 月
げつ

曜
よう

日
び

～金
きん

曜
よう

日
び

 ９：00～17：00 

 ☎0467-24-3386または [休
やす

み]土曜日
ど よ う び

、日
にち

曜
よう

日
び

、祝日
しゅくじつ

、年
ねん

末
まつ

年
ねん

始
し

 

 ☎0467-24-3495 

◎こどもと家
か

庭
てい

の相談室
そうだんしつ

 月
げつ

曜
よう

日
び

～金
きん

曜
よう

日
び

 ８：30～17：15 

 ☎0467-23-0630 第
だい

２土
ど

曜
よう

日
び

   ８：30～17：00 

 [休
やす

み]土
ど

曜
よう

日
び

（第
だい

2以外
いが い

）、日
にち

曜
よう

日
び

、祝日
しゅくじつ

、年
ねん

末
まつ

年
ねん

始
し

 

鎌
かま

倉
くら

市
し

役
やく

所
しょ

以外
い が い

の相談
そうだん

窓口
まどぐち 

◎子
こ

どもの人権
じんけん

110番
ばん

 月
げつ

曜
よう

日
び

～金
きん

曜
よう

日
び

 ８：30～17：15 

【横
よこ

浜
はま

地
ち

方
ほう

法
ほう

務
む

局
きょく

】 [休
やす

み]土
ど

曜
よう

日
び

、日
にち

曜
よう

日
び

、祝日
しゅくじつ

、年
ねん

末
まつ

年
ねん

始
し

 

 ☎0120-007-110     

◎人権
じんけん

・子
こ

どもホットライン 毎日
まいにち

 ９：00～20：00 

 ☎0466-84－1616 【神
か

奈
な

川
がわ

県
けん

】 



 
どうしてこの条例

じょうれい

ができたのかな？子
こ

どもの権利
け ん り

ってなんだろう？ 
世界中
せかいじゅう

の子
こ

どもたち生
う

まれたときから持
も

っている「権利
けんり

」をみんなで大切
たいせつ

にしようと決
き

めた国
くに

どうしの約束
やくそく

が「児童
じどう

の権利
けんり

に関
かん

する条約
じょうやく

」です。鎌倉市
かまくらし

の「子
こ

どもがのびのびと自分
じぶん

らしく育
そだ

つまち鎌倉
かまくら

条例
じょうれい

」はこの条約
じょうやく

の考
かんが

えにのっとっています。 

この条約
じょうやく

では、子
こ

どもの４つの権利
けんり

を守
まも

ることを約束
やくそく

しています。 

鎌倉
かまくら

市
し

では、子
こ

どもの育
そだ

ちの支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 
○ 子

こ

どもが、健
すこ

やかに育
そだ

ち、学
まな

ぶことができるようにします。 

○ 児童
じどう

ぎゃく待
たい

やいじめが起
お

こらないようにし、早
はや

く発見
はっけん

できるようにします。 

○ 子
こ

どもが自由
じゆう

に意見
いけん

を言
い

ったり、夢
ゆめ

を話
はな

したりする機会
きかい

をつくります。 

○ 子
こ

どもが自分
じぶん

らしく遊
あそ

んだり、休
やす

んだり、集
あつ

まったりすることができる場所
ばしょ

をつくります。 

                ①  みんなと仲良な か よ

くすごせるようにします。 

障害
しょうがい

の有無
う む

、性別
せいべつ

、生
う

まれた国
くに

、家
いえ

の生活
せいかつ

の様子
ようす

、 

家
か

族
ぞく

のかたちなどに関係
かんけい

なく、体罰
たいばつ

、差別
さべつ

やいじめ 

などを受
う

けずに、みんなと仲良
なかよ

くすごせるようにします。 

② 安心
あんしん

して暮
く

らせるようにします。 

子
こ

どもがひどいあつかいを受
う

けることがなく、まわりの人
ひと

 

たちに守
まも

られて、安心
あんしん

して生
い

きていくことができるように 

します。 

③ たくさんのことを学
まな

んで、いろいろな力
ちから

をつけられるようにします。 

たくさんのことを学
まな

んで、社会
しゃかい

の一員
いちいん

として生
い

きていく力
ちから

 

をつけることができるようにします。 

④ 自分
じ ぶ ん

の考
かんが

えや意見
い け ん

が大切
たいせつ

にされ、のびのびと成長
せいちょう

できるようにします。 

子
こ

どもの考
かんが

えや、行動
こうどう

、活動
かつどう

が理解
りかい

されて、一人一人
ひとり ひ と り

の良
よ

い所
ところ

 

をのばすことができるようにします。 

⑤ まわりの大人
お と な

が協 力
きょうりょく

して、みんなを応援
おうえん

します。 

市
し

役所
やくしょ

や、家
いえ

の人
ひと

、地域
ちいき

の人
ひと

、保育所
ほいくしょ

、ようち園
えん

、学校
がっこう

などが、 

力
ちから

を合
あ

わせて、子
こ

どもたちを応援
おうえん

します。 

 

子
こ

どもがのびのびと自分
じ ぶ ん

らしく育
そだ

つまちをつくります 
子
こ

どもがのびのびと自分
じ ぶ ん

らしく育
そだ

つまちをつくるため、

おとなたちの役割
やくわり

を決
き

めました。 
市
し

役所
やくしょ 

計画
けいかく

を立
た

てて、子
こ

どもたちを応援
おうえん

して

いきます。また、子
こ

どもの意見
いけん

を聞
き

きな

がら、進
すす

めていきます。  お父
とう

さん・お母
かあ

さんなど 
子
こ

どもにとって 最
もっと

も良
よ

いことを 考
かんが

え、子
こ

どもの思
おも

いを理解
りかい

しながら、家庭
かてい

を大切
たいせつ

にし、子
こ

どもを育
そだ

てます。 

保育所
ほ い く し ょ

、幼稚園
よ う ち え ん

、学校
がっこう

など 
子
こ

どもの 力
ちから

や可能性
かのうせい

をのばすことが

できるようにします。 

地域
ち い き

の人
ひと 

子
こ

育
そだ

て 中
ちゅう

の家庭
かてい

が安心
あんしん

して子
こ

育
そだ

てが

できて、子
こ

どもが安全
あんぜん

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

で

きるようにします。 

会社
かいしゃ

の人
ひと

など 
働
はたら

くお父
とう

さん、お母
かあ

さんたちが、子
こ

どもといっしょに過
す

ごす時間
じかん

を持
も

てるようにします。 

生
い

きる権利
け ん り 

子
こ

どもの命
いのち

が守
まも

られ、

大切
たいせつ

にされ、健
すこ

やかに生
い

きること。 

育
そだ

つ権利
け ん り 

自分
じぶん

らしさが認
みと

められ、

安心
あんしん

して学校
がっこう

に行
い

ったり、

遊
あそ

んだりすること。 

守
まも

られる権利
け ん り 

暴力
ぼうりょく

やぎゃく待
たい

、 

いじめなどを受
う

けない 

こと。 

参加
さ ん か

する権利
け ん り 

思
おも

っていることを自由
じゆう

に言
い

ったり、それが大切
たいせつ

にされたり、集
あつ

まってグループを作
つく

れたりできる

こと。 


